
平成28年度 厚生労働省税制改正要望

平成27年10月16日

宿題返し

(所得税) NO.3地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に

係る債務免除益の非課税措置の創設
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1－1． （資料）地域の医師確保を目的とした都道府県地域枠の概要
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厚生労働省医政局地域医療計画課
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〈1〉犬学医学蔀が護語言瀞彌蔵
〈2〉都道府県が設定する奨学金の
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受給が要件
※入試時に選抜枠を設定せず、入学後に学生を選抜する場合もあり

※学生の出身地にとらわれず、全国から募集する場合もあり

犀享壼あ画~1 1．貸与額ロ

○月額1○～15万円

※入学金等や授業料など別途支給の場合あり

○6年間で概ね12○○万円前後

※私立大学医学生等には、別途加算の場合あり

（参考)全学部平均の学生の生活費(授業料含む)は
国公立大学で約140万/年、私立大学で約200万/年
出典(独)日本学生支援機構学生生活調査(平成20年度）

※貸与額及び返還

免除要件について

は､各都道府県が

その実情に応じ
て､独自に設定。

医
学
教
育
（
６
年
間
）

由

2．返還免除要件

菫与期間の概ね1．5倍(9○医師免許取得後、下記のような条件で医師として

固上の期間従事した場合、奨学金の返還が免除さ
1.都道府県内の特定の地域や医療機関
（公的病院、都道府県立病院、市町村立病院、

奨学金の返還が免除さ

（公的病院、都道府県立病院、市町村立病院、

れる。

へき地診療所等）
2指定された特定の診療科（産婦人科・小児科等の医師不足診療科）

霧震讓潔蕊震駕潔霧篝薑蕊･平成24年度地域枠入学定員(437名）平成28年度以降、新たな
・平成25年度地域枠入学定員（476名）→平成訓年に卒業見込み
･平成26年度地域枠入学定員（ら○○名）→平成32年に卒業見込み

医師として地域医療等へ貢献
●
⑧
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【目的】
○21年度補正予算において､地域の医師確保､救急医療の確保など､地域における医療課題の解決を図るため､都道府県に基金を設畳
○22年度補正予算において､対象地域を都道府県単位(三次医療圏)の広域医療圏における医療提供体制の課題を解決するために基金を拡充。
○23年度補正予算において､被災3県(岩手県､宮城県､福島県)のうち_津波等で甚大な被害を受けた地域を中心に基金を拡充。
○24年度予備費を活用し､被災地(岩手県宮城県福島県､茨城県)における医療施設の早期復旧･復興について､更なる医療復興支援が必要な
ため､被災県が医療の復興計画等に定める事業を支援するために基金を拡充。
○24年度補正予算にて､地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で､計画策定時(平成22年度)以降に生じた状況変化に対応するために
生じる予算の不足を補うために基金を拡充。

○27年度当初予算にて､被災県(岩手県､宮城県､福島県､茨城県)が医療の復興計画等に基づく事業を遂行していく中で､計画策定時煕成23年
度)以降に生じた状況変化に対応するために生じる予算の不足を補うために基金を拡充。

【対象事業】
○都道府県が策定する地域医療再生計画､医療の復興計画に基づく事業を支援
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「対審酉地域

二次医療圏客基本とする地域（94地域×25億円）

籍
復興
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Ｉ 計画期間財源

平成25年度まで○平成21年度補正予算 2,350億円

都道府県単位(三次医療圏）
※一次･二次医療圏を含む広域医療圏

平成25年度まで○平成22年度補正予算 2, 100億円

平成27年度まで○被災3県(岩手､宮城､福島）720億円平成23年度補正予算

平成27年度まで
○380億円平成24年度予備費 (茨城県については､平成25年度まで）

－

平成25年度末までに開始した事業

〕（
これまで交付した分で25年度までと○平成24年度補正予算 500億円
していたものも同様の扱いとする。

一

○172億円平成27年度当初予算
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遮域窪療唇生基金の概要



地域医療介護総合確保基金
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'○団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば､病床の機能分化｡連携､在宅医療｡介護の推進､医療｡介護従事者の ’
1確保｡勤務環境の改善等､｢効率的かつ質の高い医療提供体制の構築｣と｢地域包括ケアシステムの構築｣が急務の課題。

｣○このため＼消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(地域医療介護総合確保基金)を創設し､各都道府県に設置。 ｜
： 各都道府県は､都道府県計画を作成し､当該計画に基づき事業を実施。
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都道府県計画及び雨町村計画（基金事業計画）
国

○基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保(関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
”事業主体間の公平性など公正性･透明性の確保
・診療報酬･介護報酬等との役割分担

○都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1／目標と計画期間(原則1年間）／ ｜
事業の内容､費用の額等／事業の評価方法※2
※1 都道府県は､二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ､地域の実情を ｜

踏まえて設定｡市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2都道府県は､市町村の協力を得つつ､事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し､基金の配分等に活用

O都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて､都道府県計画を作成

■‐Ｉ・ＩⅡⅡ１

f県は市町村計画の畢栗をとりまとめて､都追府県計画を作成 I
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地壌医療介護総合確保基金の対象事業

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業(※）
居宅等における医療の提供に関する事業(※）
介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等）
医療従事者の確保に関する事業(※）
介護従事者の確保に関する事業
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事業者等(医療機関､介護ｻｰビｽ事業所等）
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※基金の対象事業は､平成26年度は医療を対象として1，2，4を、
平成27年度以降は介護を含めて全ての事業とする。
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①_痘末の機能分化･連携
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や､病床の機能分化･連携を推進するための基盤整備等の
フ

医療提供体制の改革に向けた施設及び設備等の整備

(例）

ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備
。精神科長期療養患者の地域移行を進め、医療機関の病床削減に資するため､精神科医療機関の病床のデイケア施設や地域生活支援の
ための事業への移行を促進するための施設･設備整備
○がんの医療体制における空白地域の施設･設備整備

1

○地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療の推進等
※病床の機能分化･連携を推進するための基盤整備(ただし､平成26年度は回復期病床等への転換など現状でも必要なもののみ対象と
することとし､平成27年度から都道府県において地域医療構想が策定された後､更なる拡充を検討する｡） ゴ

'
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②在宅医療(歯科･薬局を含む)の推進

在宅医療の実施に係る拠点｡支援体制の整備や､在宅医療や訪問看護を担う人材の確保･養成に資する
事業等の在宅医療(歯科･薬局を含む)の推進に資する事業

(例）

【在宅】○在宅医療の実施に係る拠点の整備
○在宅医療に係る医療連携体制の運営支援
○在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成､在宅医療推進協議会の設置･運営
訪問看護の促進､人材確保を図るための研修等の実施
○認知症ケアパスや入退院時の連携パスの作成など認知症ケア等に関する医療介護連携体制の構築
○認知症疾患医療センター診療所型における鑑別診断の実施
○早期退院.地域定着支援のため精神科医療機関内の委員会への地域援助事業者の参画支援

【歯科】在宅歯科医療の実施に係る拠点･支援体制の整備
○在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等との連携の推進
○在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施するための研修の実施
○在宅歯科医療を実施するための設備等の整備

【薬局】○訪問薬剤管理指導を行おうとする薬局への研修や実施している薬局の周知
、存聿嘆痔や継夫期戻涛における衛牛材料や医療用麻薬等の円滑供給の支援 等

二

1
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ア)医師確保対策として､都道府県における医師確保のための相談･支援機能の強化や､地域医療に必要な
人材の確保等の事業､産科等の不足している診療科の医師確保事業､女性医療従事者の復職支援等

（例） 地域医療支援センターの運営(地域枠に係る修学資金の貸与事業､無料職業紹介事業､定年退職後の医師の活用事業を含む）
○地域医療対策協議会における調整経費
産科･救急･小児等の不足している診療科の医師確保支援
○医科･歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
○女性医師や歯科医師､薬剤師､歯科衛生士､歯科技工士の復職や再就業の支援 等

ｲ)看護職員等確保対策として､新人看護職員等への研修や､看護師等の離職防止･定着促進等に係る事業、
看護師等養成所の運営等

（例） 新人看護職員･看護職員等の質の向上を図るための研修の実施
看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整備

○看護職員が都道府県内に定着するための支援

○医療機関と連携した看護職員確保対策の推進

看護師等養成所の施設･設備整備､看護職員定着促進のための宿舎整備
○歯科衛生士･歯科技工士養成所の施設･設備整備

○地域包括ケアの拠点となる病院･薬局における薬剤師の確保支援 等

ｳ)医療従事者の勤務環境改善対策として､都道府県における医療従事者の勤務環境改善の支援体制の整
備や､院内保育所の運営等

（例)○勤務環境改善支援センターの運営

各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援(医療クラーク､ICTシステム導入､院内保育所整備･運営等）
○有床診療所における非常勤医師を含む医師､看護師等の確保支援
電話による小児患者の相談体制や休日･夜間の小児救急医療体制の整備

○後方支援機関への搬送体制整備 等

函
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平成26年度以降､地域医療介護総合確保基金を活用して実施地域医療支援センター運営事業
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§医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景 ；
”高度･専門医療への志向､都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安等；
酷■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■回■■■■■■■■■■■訂■■■■■■ロ■回■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■画■■■■■■■■■回■■■回■■■■■■■■■釦■■■ザ地域医療支援センターの目的と体制

むコントロールタワーの確立。＞都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組

＞地域枠医師や地域医療支渓センター自らが確保した医師などを活用＞地域枠医師や地域医療支援ｾﾝﾀｰ自らが確保した医師などを活用しながら､キャリア形成支援と一体的に籍地域の医師不足病院の医師確保を塞筐。

＞専任の実働部隊として､喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
。人員体制：専任医師2名、専従事務職員3名 ・設置場所：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院等

…
地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と配置の調整A県 最新の医療技術習得の

ための研修参加

需霧蕊悪癖霧言協力
二 一一一~一

県目

地瑳医療支援センター
500

燕

L5
戸向

一
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○

(※）医学部の定員増として認められた分であり、
このほか､既存の定員等を活用し都道府県と○医師を受入れる医療機関に対し､医師が意欲を持って着任可能な環鏡作りを指導逗支援｡また､公的

補助金決定にも参画。 大学が独自に設定した地域枠もある。

､全国45都道府県で地域医療支援センターを設置している。
42都道府県で合計2, 170名の医師を各都道府県内の医療機関へあっせん｡派遣をするなどの実績を上げている。 (平成26年7月時点）
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地域医療支援センターの設置状況について

、

都逝府県 股置年月日
常勤 非鱗動

医師の派遣･あっせん実繊
股歴場所 体制 専任医師

北海道 H23．4 68 38

ドクターバンク事案78名
逝瞳■医師の派還3名
遊外医師のあっせん25名

通庁内
名
名
１
３
師
員
医
唾
任
従
専
専

○北海逝庁保健福祉部医銀政策局地域
医師確保錘遜室医療参事

青森県 H23－4 116 0

ドクターパンク事集9名
修学糞金貸与者の配匡鯛埜(キャリアプログラムを活用)11名
自治医科大卒案生の琵亜鯛聖96名

県庁内
専仔医師2名
専従嘩員4名

O弘前保健所長
○元むつ総合病院長

岩手県 H24．1 141 1
県出身医師などに直接交渉したこと'二よる招へい37名
岩手医科大学から公的医療捜閏へのあっせん･派遣105名 県庁内

専任医師3名
専従画員1名

○岩手県保健裡祉郵璽垂政壷窒昼

O塵卸支堅塑零監(沢内頬院院長）
O岩手医科大学医学部長

宮城県 H24．4 86 0

ドクターノ芯ンク事率4名

修学糞金貸与攪者の配庫鯛整41名
自治医科大卒率生の短密画塾23名
哩唾且塵壷の霊掻18名

県庁内
専任医師2名

専従嘩艮3名

O宮城県保健極秘郵醒毎整壁鰹璽垂政

牽専門監
o東北大学病院卒後…センター助敏

秋田県 H25．4 60 0

ドクターノくンク率集1名
修学董金賞与者の配匡鯛整26名
自治医科大卒華生の配亜胸整27名
哩壺且醒師の読垂6名

秋田大学医学部附屈
病院内

専任医師2名
専従嘩員3名

O秋田大学医学部附属銅院医師総合支
援センター特任鱗師(2名とも）

福島県 H23．12 24 62

ドクター"くンク事象12名 ．

修学査金貸与者の配匝胸整5名
自治医科大卒率生の亜疸塑整8名
掘囚県立廃熱大学力､らの医師深講61筆

福島哩立璽科大学内
専任医師1名
専従嘘員4名

O福島県立医科大学助敏

茨城県 H24．4 98 0
修学黄金貢与豊蓄の配匪胸壁59名
自治医科大卒余生の配症鰯整39名

県庁内
専拝塵暉3名
専従嘩貝フ名

O県立中央病院副院是兼化学療法セン
ター長

O東京医科大学表韓医嘩センター卒銭
臨床研修センター長

栃木県 H26．4 26 0
修学麦金堂与者の配亜鯛整2名
自治塵科大卒乘生の配症胸壁24名

県庁内
専拝露師1名
専従壊負Z名

O栃木県嘩員医師主幹

群馬県 H25．10 5 0
ドクターバンク事率2名
自治医科大卒案生の配匪鯛整3名

群馬大学医学部附厘
病院内及び県庁内

専任医師2名

専従職員2名

O群馬大学医学部附虜病院准教授
O群馬大学医学部附虞病院助教

埼玉県

千葉県

H25．4

H23．12

20

33

0

0

ドクターバンク事象1名
自治医科大卒率生の塵唾廻整16名
ベテラン医輝の派遼3名

ドクターツくンク事準1名
修学黄金貸与者の配匡胸垂4名

←一一 b － ●■ 一 －

自治医科大卒率生の配匡鯛整12名
…蚕金菅与看の硬奄画露16名

県庁内

県庁内

専任医師1名
専従鞄負3名

専任医師1名
専従睡員4名

O埼玉県立大学数授

O元千乗大学医学部附魔摘院総合医録
赦育研修センター特任頗師．

東京都 H25．4 36 13

ドクターバンク事象11名
自治医科大卒案生の配轟晒曜19名
医師不足医療捷関への派還鋼整19名

都庁内
専任医師2名
専従唾員3名

O福祉保鍾局医毎政箪部医錘胸壁担当
課長
O匿
唾墓

家政牽部救急災害医療鐸扉務担当

新潟県 H23．12 18 0

ドクターバンク事率1名

修学麦金貸与者の配匠鰯整8名
自治医科大卒率生の配砥飼整9名

県庁内
名
名
２
３
函
郵
任
従
専
専

○医師･看腫嘩負磁保対牽扉参事
O新潟大学医歯学緯合鋼院鍵合臨床研
修センター特任助敏

富山県 H25．8 0 0 短期派遣の実施(針32日） 県庁内
専拝醸師1名
専従嘩員1名

○自治医科大学謹務年限内医師
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注)実績は平成26年7月1日現在の値である。（非常勤は常勤換算後の数）

都道府県 股直年月日
常勤 非常勤

医師の派遮･あっせん実緬
股硬堰所 体制 専任医師

広島県 H23．4 135 1

ドクターバンク事率31名
修学黄金貸与畠者の配歴鯛整5名

自治医科大卒案生の配亜胸整65名
キャリアプログラムを活用した醒直哩整34名

(財)広島県地域保健医

療推進鍵構内

専任医師1名

専従礎員8名
○広島県聴員(県立広島病院)医監

山口県 H24．7 19 0

ドクターパンク事桑1名 ．
修学箕金貢与者の配砥胸壁(キャリアプログラムを活用）14名

医師不足医躍樋関への湿遭廻整4名

県庁内及び山口大学

医学部附属病院内
名
名
２
３
師
員
医
嘩
任
従
専
専

O山口大学医学部附唾病院助敏
○山口大学医学部附顧病院助敏

徳島県 H23．11 52 0

ドクターノ雨ンク事乗1名

修学董金貸与患者の配遍塑整5名

自治医科大卒案生の配匠鯛整30名
キャリアプログラムを活用した配霞鯛整9名
専門医修学董金貸与出者の配昏廻整7名

徳島大学医学部内
専仔塵師1名

専従聡員3名
o徳島大学鋼院特任助教

香川県 H24．7 139 0

ドクター〃てンク亭拳7名

修学責金糞与者の配匠鯛整21名
自治医科大卒案生の壺唾哩整35名

県庁内
専任医師1名
専従鞭員3名

O香川県鍾庫裡祉部健康福祉鍵務課参
事

愛媛県 H23．8 0 0 (研修病院脱明会等を実施） 愛姻大学医学部内
専任医師2名
専従職員3名

O愛姻大学鮒厘痛院准敏授
O愛媛大学附厘病院医師

窩知県 H23．4 17 1
ドクターノ§ンク事案12名

県嘩員医師の派遺6名

商知医療再生
及び嵩知大学
内

専任医師2名
専従職員3名

○元窩知大学医学部付庫瘤院長
○県立あき総合癖院医師

福岡県 H26．5 0 0 (実緬はまだない） 県庁内
専任医師2名
専従瞳員3名

○福岡県保健医療介腫部医監
O飯塚市立病院医師

長崎県 H25．4 14 4
ドクターノ<ンク事象14名

医師不足医娠樋閥への派還鯛壷4名

(独〕国立病院機構長崎
医療センター内

名
名
２
３
節
員
医
鼬
任
従
専
専

○長鱈医娠センター救命救急センター長
O長崎医鎌センター臨床疫学研究室長

熊本県 H25．12 0 0 短期派退の実施(計45日）
県庁内及び熊本大学
医学部附屡病院内

専任医師2名

専従職員3名

O熊本大学医学部附魔癩院特任准数授
O熊本大学医学部附露鋼院特任助敏

大分県 H23．10 45 2

“

ドクターバンク事率3名

修学糞金貸与者の配睡胸竪14名
自治匿科大卒案生の配匿廻整19名

県嘩員医師の派還2名
醒価不犀塵垂ｵ璽醒への添遷麺睡9名

大分大学医学部内
専任医師2名
専従睦員3名

O大分大学医学部附底痛院助敏
○大分大学医学部附厘嬬院助数

宮埼県 H23．10 70 1

ドクター"てンク事準11名
修学糞金黄与者の配症鯛整9名

自治医科大卒案生の配砥鯛埜50名
一百一△■■一一一一一毛～

県庁内
専任医師2名
専従唾貝3名

○県立宮鰯痢院医師
O宮崎大学附風病院医師

鹿児島県 H23．4 18 0 医師不足匿寂樋関への派遮鯛霊18名
唾児島大学医学部鮒
鹿病院内

専任医師2名
専従嘘員3名

O璽児島大学附瓜鯛院センタ一再長
O鹿児島大学付腫痢院特任助敏

派遣･あっせん人数計 2.044 126 合計2. 170名
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【無医地区の現状】撚医地区とは､当該地区の中心的な場所を起点として概ね半径4kmの区峨
出来ない地区をいう｡なお､無医地区等が所在する都道府県は､埼玉県、

平成21年末日時点で､全国の無医地区数は705地区｡無医地区人口は136,

無医地区人口は164,680人）

かつ容易に医療機 ．， が力に50人以上が届

千葉県､神奈川県､大阪府を除く43県｡）

272人｡(前回(平成16年)は無医地区は787地区。

凹→
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な取り組み】 （昭和31年度より11次にわたる年次計画(｢へき地保健医療計画｣)を策定し､地域の実情に応じた施策を実施。【
一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一
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◎医師確保対策

○へき地医療支援機構の設置(都道府県単位で設置｡専任担当官を配置｡）
・医師や代診医等の派遣､キャリア形成支援にかかる総合的な企画･調整を実施し､離島･へき地で勤務する医師の支援を実施。II

○人材育成(へき ，：

○へき地医療拠点病院の指定(都道府県知事が指定）
・総合的な診療能力を有し､プライマリ･ケアを実践できる医師の育成を実施。
・離島･へき地の医療従事者に対する研修を実施。

◆０
一
一

○へき地医療拠点病院の指定(都道府県知事が指定）
・無医地区等に対する巡回診療を実施。
・へき地診療所への代診医派遣､技術指導等の診療支援を実施。

○へき地診療所の設置
・へき地住民に対する基礎的な医療の提供を行う。

、．

- .- － －－一一一一一一一三三‐＝~雪
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【へき地保健医療対策への国庫補助事業】

○へき地保健医療対策費(平成26年度予算20億円) <運営費補助＞
・へき地医療支援機構 ・へき地医療拠点病院運営事業 ・へき地診療所運営事業 ･へき地･離島巡回診療事業等

○医療施設等鵬備費補助金(平成26年度予算4億円）
・へき地医療拠点病院施設整備事業 ●へき地診療所施設整備事業 等

○医療施設等段鐘整備費補助金(平成26年度予算7億円）
･へき地医療拠点病院設備整備事業．へき地診療所設備整備事業・へき地巡回診療車整備事業・遠隔医療設備整備事業等

r=－一色一=一一一
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ヘき地保‘ 壷当医療壷｡策について



2医療政策の中における今回の税制改正要望の位置付けについて

1．医療政策の全体像について

O医療政策に関しては、国、都道府県、市町村がその役割に応じ、以下のように取組
を行っている。

（1）国（厚生労働省）

○医療提供体制の基幹となる制度・基準等を設け、地域における医療提供体制の構築
を推進している。

○医師の確保・偏在是正対策としては、

①地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠として「地域枠」を設
けることによる大学医学部の定員増員

② 「地域医療再生基金」 、 「地域医療介護総合確保基金」を設置し、都道府県に
よる医療従事者の確保等の事業の実施を支援

といった全国的な施策を行っている。

）都道府県

○都道府県は、入院医療を提供する単位である二次医療圏及び特殊な医療を提供する
単位である三次医療圏という地域単位で、それぞれの地域に応じた医療提供体制の構
築を行っている。

(2）

○医師の確保・偏在是正対策としては、

①国が策定する基本方針を踏まえ、 「医療計画」を策定することによって、医療
従事者の確保、へき地医療等の確保に必要な事業等を推進

② 「地域枠」を活用し、大学医学部と具体的な定員数を調整・決定した上で、対
象学生に対して奨学金の貸与を行い、都道府県内の特定の地域や医療機関又は指
定された特定の診療科で一定期間医師として従事した場合は奨学金の返還を免除
③ 「地域医療支援センター」を設置・運営し、 ドクターバンク事業による医師の
派遣及びあっせん、地域枠やそれ以外の都道府県による修学等資金貸与の実施、
自治医科大卒業生の配置調整等

④ 「地域医療再生基金」 、 「地域医療介謹総合確保基金」を活用し、医療機関に
よる医師不足地域への医師派遣や医師が不足している診療科の医師の処遇改善に
取り組む医擢機関への支援等の医療従事者の確保等の事業を実施

⑤ 「へき地医療支援機構」を設置し、医師、代診医等の派遣やへき地勤務医のキ
ャリア形成支援にかかる総合的な企画・調整を実施

といった施策を実施している。
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（3）市町村

○市町村は、最も住民に身近な一次医療圏におけるプライマリ・ケアの確保を行って
いる。

○医師の確保対策としては、都道府県の取組に加え、各市町村内の医師不足を改善す
るため、

①市町村単独事業としての修学等資金の貸与

②市町村内の病院等に勤務する医師への赴任資金の支給、医師住宅の支給、帰省
費の支援

といった施策を行っている。

○今回の税制改正要望は、主に市町村において行われる修学等資金貸与事業に関し、修
学等資金の返還を免除する要件として、当該修学等資金の貸与者である市町村が経営す
る市立病院等への勤務以外の勤務先を提示できない場合に、当該修学等資金の債務免除
益に課税がなされるという問題について、課税をしないことを求めるもの。

市町村における修学等資金貸与事業は､都道府県における修学等資金貸与事業による
医師配置ではなお不足する医師の確保について、市町村の負担で特に実施されているも
のであり、地域の医師確保の努力を損なうことのないよう本件要望を認めていただくこ

○

とが必要。
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つ

3 当該税制改正が必要となるケースの整理について

(※『医師の負担能力を超える過度な課税の回避という目的のための要望として

非課税を要望する理由」を含む）

(修学等資金の性質について）

○地方公共団体が医学生等に貸与する修学等資金については、入学金、授業料等、医

学生等が修学する上で必要な費用を貸与し、当該医学生が卒業後一定期間、当該地方

公共団体が指定する医療機関に勤務したことを要件に、当該修学等資金の返還債務を

免除する制度であり、医師の地域偏在の是正が重要な課題となる中、自由開業性の日

本において数少ない有効な医師確保対策の一つとなっている。

○修学等資金は入学金、授業料等、医学生等が修学する上で必要な費用を貸与するも

のとして、学資金の性質を有するものであり、本来、課税されるべき性質のものでは

ないと考えられる。

(地方公共団体の状況）

○今回要望の対象としている事案は、修学等資金の返還を免除する要件として、当該

修学等資金の貸与者である市町村が経営する市立病院等への勤務以外の勤務先を提

示できない場合である。

○修学等資金貸与事業を実施している154市町村のうち、 99市町村（64％）は、市町

村内に市立病院等以外の病院がない状況であり （※)、そもそも、こうした修学等資金

貸与事業を実施している市町村ほど、医師不足が深刻で民間の医療機関の開設が望め

ず､勤務先となり得る病院が公的医療機関しかないという実態を踏まえる必要がある。

(※）平成27年7月厚生労働省医政局地域医療計画課調べ

(医師の負担について）

○医学生等の修学等資金は、概ね6年間という長期にわたり、授業料等、医学生等が

修学する上で必要な費用について貸与するものであり、総額で1,400万円程度となる。

○多くの市町村等において、債務免除の時点は、医療機関に勤務後、貸与期間の1～

1．5倍程度の期間を経過した時点としているが、債務免除益が課税となった場合、一

度に給与の半額近くの所得税が課税されることとなり、軽い負担と言うことはできな
い。

(※）大学6年間、修学等資金の貸与を受けていた医師(配偶者1名、被扶養者1名）

が9年間、指定の医療機関で働き、一括して債務免除される場合の課税額
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給与：約1,506 (万円）

修学等資金貸与額（6年間合計） ：約1,421 （万円）

課税額（所得税） ：約702（万円）

○なお、分割による債務免除については、

・ 一定の勤務期間経過後に一括して免除する方法の方が、免除の条件としている

期間、医師を継続して確保できる見込みが高まること

・ 分割免除は事務手続が煩雑になること

から適当ではないと考える。

○当方からの要望としては､地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金については、

貸与された全期間の総額につき、その債務免除益に課税しないことを要望する。
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4医師のみを対象とする理由（他の業種との違い、他の業種には適用しない理由
を含めて）について

○看護師については、平成21年12月16日国税庁文書回答事例（※）により、取り扱わ
れているところ。

(※）国立病院機構が看護学校等に在籍する学生を対象とする奨学金について、以下の前提

のもと、所得税基本通達9－15に準じて課税しなくて差し支えないものとされている。
・看護師等の確保を目的とするものであり、看護師等の資格は、病院の使用人として
の職務に直接必要。

・看護学校等を卒業後、奨学金の貸与を受ける病院に常勤職員として勤務することを
希望する学生を対象とし、将来の勤務を前提とする。

・貸与額についても、看護学生が負担しなければならない在学費用を超えるものでは
ない。

○ 医師についても、以下のとおり看護師と同様の性質を有するものである。

・医師の確保を目的とするものであり、医師の資格は、病院の使用人としての職務に
直接必要。

・大学等を卒業後、修学等資金の貸与を受ける地方公共団体の指定する医療機関に常
勤職員として勤務することを希望する学生を対象とし､将来の勤務を前提としてい
る。

・貸与額についても、医学部の学費として負担しなければならないもの。

○ 国税庁から、看護師と医師との差異は、①独立開業して使用人から使用者となること

ができる、②額が高額である点と指摘を受けている。しかしながら、

①返済が免除される医師は、定められた期間、現に使用人として勤務を行っている者
であり、また、看護師であっても、例えば訪問看護の会社を立ち上げるなど独立は可
能である

②医師の修学等資金は、額が高額であるが、入学金、授業料等、医学生等が修学する
上で必要な費用について貸与するものである（なお、平成24年3月9日名古屋国税
庁文書回答事例では、入学金及び授業料とは別に毎月10万円の奨学金を貸与するこ

とについて、医学生が修学する上で必要と認められる範囲で貸与するものであり、学
資金として相当という主張が認められている）

ことから、看護師の奨学金と同様の性質を有するものである。

○ このため、医師の修学等資金も、看護師と同様に課税しない取扱いとすることが適当
と考える。
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5現在の医師の地域偏在の状況と措置を創設した場合の偏在解消の効果について
（同一都道府県内の地域偏在及び全国的な地域偏在の状況の両方について）

○医師の地域偏在については､全国的な偏在と同一都道府県内の偏在という視点があるが、

都道府県や市町村の修学等資金貸与事業に魅力を感じて将来医師になる者を医師不足の

地域に招へいすることができれば、いずれの偏在問題にも寄与するものと考えている。

○医師に対する修学等資金貸与事業は全国の市町村で154件あり､今回の税制改正要望が
なければ課税されるものは91件と見込んでいる。

○今回の要望が認められれば､これらの地方公共団体における医師確保の取組の効果を損

なうことなく全うすることができると考えている。
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